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令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

第
五
百
八
十
二
号

増

刊

①

　
　
　
　
規

則
（
第
十
四
号

・

第
十
五
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
…
一

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
規
則
第

四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
の
七
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

　
　
　
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
別
表
第
一
宿
泊
施
設
の
項
供
用
時
間
の
欄
中
「
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。
」
を
「
午
前
零
時
か

ら
午
後
十
二
時
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
場
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ス
ケ
ー
ト
ボ

ー
ド
場

筑
後
広
域

公
　
　
園

一
月
四
日
か
ら
十
二
月
二
十
八
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

春
日
公
園

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　
別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ
ー
ト
キ
ャ

ン
プ
場

筑
後
広
域

公
　
　
園

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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